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例 言 
 

１．報告書の意義 

 （１）本書の内容 

  本書は、社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）を活用し実施した桜櫓館保 

存補修事業 耐震改修工事の報告書である。事業の概要、建物の概要、各部の調査、施 

工内容、耐震診断及び耐震補強方法などを掲載した。 

（２）作成の目的 

 歴史的な建造物を保存修理することの意義を広く一般に周知し、今後の保存・活用に 

資するとともに、将来行われる修理に必要な情報を後世に伝える。 

 

２．担当 

（１）作成の担当 

 １）編集 

  大館市 

２）本文執筆 

  大館市 

有限会社アトリエ建築設計室、アトリエ105、有限会社山辺構造設計事務所 

 ３）写真撮影 

  修理後：大館市、株式会社伊藤羽州建設 

  調査・施工：大館市 

有限会社アトリエ建築設計室、アトリエ105、株式会社伊藤羽州建設 

 ４）図面作成 

  有限会社アトリエ建築設計室、アトリエ105 

 （２）助言・協力（敬称略） 

  １）文化財保護 

   大館市歴史的風致維持向上協議会 

   大館市歴史的風致維持向上協議会建造物部会 

  ２）実地調査 

   秋田県立大学教授 板垣 直行 

３）耐震診断・耐震補強 

   有限会社山辺構造設計事務所 山辺 豊彦・谷口 浩史 

  ４）その他資料提供・助言 

成田組 

大館市歴史的建造物研究会 

 

３．構成 

 （１）構成 

本書は本文・写真・図面からなる。 

 （２）室名・図面 

室名や図面は工事の設計図・竣工図を使用した。 
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第１章 概 説 
      

第１節 文化財等の指定 

１．文化財等 

登録有形文化財 

交付年月日：平成11年 7月 8日 

登録番号：第05-0054号 

名称：桜櫓館（旧櫻場家住宅） 

員数：1棟 

所在地：大館市字中城12-2、13-3、22-4 

所有者：株式会社イトウ（登録時） 

    成田 欽治（平成17年 6月から平成30年 9月） 

      大館市（平成30年 10月より所有） 

      

第２節 建造物の概要 

１．概説 

（１）位置 

大館市は、秋田県の北部を流れる米代川の中流域に位置し、東側は鹿角市、小坂町、

西側は藤里町、南側は北秋田市、北側は青森県と接している。米代川と長木川の流域

に開けた大館盆地を中心に北西には白神山地から連なる田代岳があり、南には北秋田

市と境を接する竜ケ森が森吉山麓まで続いている。 

  大館盆地の中央部に建つ桜櫓館は、舌状に突き出た段丘上に建ち、市庁舎と地区公

園である桂城公園に隣接している。江戸時代の大館城本丸の南東側、二ノ丸であった

場所である。 

（２）地勢 

   市域は、東西 35km、南北 49km、面積 913.22 ㎢で、秋田県全体の面積の 7.8％を占

めており、由利本荘市、北秋田市、仙北市に次ぐ４番目の広さである。 

市の北西部には世界遺産白神山地の山々が連なり、東側には奥羽山脈、南西側に出

羽山地が広がっていて、３方向が山々に囲まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (資料：出典国⼟地理院) 
⼤館市位置図(資料：都市計画マスタープラン) 
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（３）概要 

   桜櫓館は大館町長をつとめた桜場文蔵（1883～1971）が昭和 8年（1933）に建てた

もので、現存する棟札によると設計者は石田常吉・小野熊蔵、大工棟梁は越後甚吉で

ある。 

建物は、木造 2階建て、洋室を備えた和風住宅で展望台をもち、屋根は 1 階が正面

入母屋造、背面切妻造、玄関が起り破風造、2階及び展望台が寄棟造という複雑で変化

に富んだ外観である。内部は、杉をふんだんに使い、1階・2階の和室は質の高い空間

を創出し、建具や付書院に優れた技能が発揮されている。  

この建築に際し、大工棟梁出身の桜場文蔵は、自ら設計者や職人の選定に関り、工

事を督励し、経費を惜しまず、当時の建築技術の粋を結集することに努めたと伝えら

れている。 

この建物は当初、現大館中央郵便局の地にあったが、局舎新築に際し昭和55年（1980）

現在地に移築された。移築前は 1階北側に和室 1 室と東側に家族用玄関ポーチが張り

出した建物であったが曳家工事の際に解体され、現在の平面形状となった。 

その後桜場家から所有者が変わり、建設業者が所有していた頃に社内公募し、現在

の建物名称となった。桜櫓館は、数度にわたり大火に見舞われた大館市中心部にあっ

て、現存する数少ない質の高い近代和風建物として大変貴重である。 

 

 

 

 

写真 1-1-1 移築前の正門 写真1-1-2 移築前の桜櫓館（南面）

写真1-1-3 移築前の桜櫓館（南面） 写真1-1-4 移築前の桜櫓館（東面）
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 ２．沿革 

（１）変遷 

 １）昭和8年（1933） 住宅として建設 

   桜櫓館は昭和6年（1931）6月に着手し、昭和8年（1933）1月に棟上した。大館

町長をつとめた桜場文蔵の私邸として建てられた。 

現存する棟札によると設計者は石田常吉・小野熊蔵、大工棟梁は越後甚吉である。 

 ２）昭和55年（1980） 現在地へ移築 

大館中央郵便局の局舎新築に伴い、敷地の北側へ約50ｍ曳家された。この工事の

際に布基礎を新設しており、1 階北側の和室 1 部屋と東側玄関ポーチは解体され、

現在の姿となった。 

 ３）平成7年（1995） 所有者変更（所有者：株式会社イトウ） 

   当時は桜場文蔵の養嗣子である桜場周吉が所有していたが、遠方に居住していた

こともあり、建物の管理をしていた文蔵の義弟である伊藤儀助の会社である株式会

社イトウ（現 株式会社伊藤羽州建設）が所有者となる。 

文化財登録後は見学施設として市民に公開していた。 

４）平成17年（2005） 所有者変更（所有者：成田欽治） 

 建物の売却先を模索していたところ、この建物の文化的価値を重んじ、保存を強

く望んだ個人が所有者となる。建物の価値を多くの方に知って欲しいとの思いから

見学施設兼貸館として建物を公開していた。 

５）平成30年（2018） 所有者変更（所有者：大館市） 

 平成 29年 3月に認定を受けた「大館市歴史的風致維持向上計画」に基づき、桜櫓

館を適切に保存し、貴重な資源を後世へ継承するため、大館市が所有者となる。 

  

３．構造形式 

（１）建造物の構造及び形式 

  木造、2階建て展望台付、南側正面玄関ポーチ、背面勝手口 

   主屋部：1階正面が入母屋造、背面が切妻造、玄関が起り破風造、2階及び展望台

が寄棟造 

   南側ポーチ・玄関張出部：一階建て、起り破風、妻入、金属板葺き 

    南側 2階物置張出部：入母屋造、金属板葺き 

    東側 1階洋室張出部：切妻造、金属板葺き、破風・柱等化粧銅板包み 

    東側 1階展示室張出部：切妻造、金属板葺き 

    南・西側縁側：一階建て、片流造、金属板葺き 

    外部壁仕上げ：腰板下見板張（木材保護塗料塗）、漆喰（補修部EP）、 

一部天然石材塗 

   内部壁仕上げ：漆喰、聚楽、腰羽目板、非公開部分のみクロス、化粧石膏板 

    内部天井仕上げ：杉板格天井、杉板竿縁天井、漆喰、化粧石膏板 

    内部床仕上げ：磁器質タイル、欅板、畳、銘木板、無垢板材、亜鉛鉄板板、 

非公開部分のみ化粧合板板材・ビニルシート 
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４．規模 

（１）主要寸法 

 

 

参考文献 

     

・『新大館町全図』 大館女子小学校 昭和8年 

・『秋田の有形文化財』 秋田県教育委員会 2001年 

・『大館市の文化財』 大館市教育委員会 2003年（H15） 

・『大館市史』 大館市市史編さん委員会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 寸法 

桁行 主屋部：1階南側両端柱芯々18.74ｍ、1階北側両端柱芯々9.00ｍ、1階展示

室張出部：主屋部柱芯より張出し柱芯まで0.95ｍ、2階 10.50ｍ、2階物置

張出部：主屋部柱芯より張出し柱芯まで1.91ｍ、 

梁間 主屋部：1 階東側両端柱芯々16.23ｍ、1 階西側両端柱芯々8.05ｍ、南側正

面玄関張出部：主屋部柱芯より張出し柱芯まで2.42ｍ、南側便所張出部：

主屋部柱芯より張出し柱芯まで 1.91ｍ、2 階 5.73ｍ、2 階物置張出部：主

屋部柱芯より張出し柱芯まで2.18ｍ 

軒出 主屋部：柱芯より垂木先端まで1.06ｍ、南側ポーチ・玄関張出部：柱芯よ

り破風先端まで1.15ｍ、南側2階物置張出部：柱芯より垂木先端まで1.06

ｍ、東側1階洋室張出部：柱芯より垂木先端まで0.74ｍ、東側1階展示室

張出部：柱芯より垂木先端まで0.83ｍ、南・西側縁側：柱芯より垂木先端

まで1.06ｍ、 

軒高 主屋部東側：現況地盤面より軒桁天端まで7.93ｍ 

棟高 主屋部：現況地盤面より2階棟木天端まで9.65ｍ 

平面積 1階床面積：225.79 ㎡、2階床面積88.53㎡、展望台床面積10.00㎡、延べ

面積：324.28 ㎡ 
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第２章 工事の概説 
      

第 1節 事業の概要 

１．事業について 

（１）事業の目的 

  登録有形文化財としての歴史的価値を維持保全し、後世に継承することが責務である

と共に、市庁舎や桂城公園に隣接していることから、気軽に市民や来訪者が歴史的建造

物を見学できる環境に整備し、多様な活用を行うことを目的とする。 

（２）事業の基本事項 

 ・「桜櫓館（登録有形文化財）保存補修事業に関する基本事項」により、耐震調査及び補

強工事等を進めるための基本事項を定めた。 

 ・「桜櫓館（登録有形文化財）耐震補強及び保存修理などに関する基本事項」により、耐

震補強及び保存修理、外観修景工事を進めるための基本事項を定めた。 

 

２．工事に至る経緯 

（１）事業スケジュール 

（２）歴史的風致維形成建造物桜櫓館の整備の考え方 

 平成29年 3月に認定を受けた「大館市歴史的風致維持向上計画」に基づき、歴史的

風致の維持向上に寄与する歴史的建造物であることから、平成 29 年 12 月に歴史的風

致形成建造物に指定した。 

   整備にあたっては、建物の歴史を取り巻く背景をていねいに調査するとともに、周

辺の景観に配慮し、実施する。 

（３）保存修理の検討 

 「桜櫓館（登録有形文化財）保存補修事業」で個人が所有管理している桜櫓館の市有

化を図り、建造物の保存修理を行うために、建物の修理方法等について大館市歴史的

風致維持向上協議会及び建造物部会と検討を重ね、耐震調査や補強工事の実施と修景

及び修理のために必要な整備内容を決定した。 

（４）耐震改修計画の認定 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第 1項の規定に基づき、耐震改修計画 

の認定を受け、工事後も既存不適格建築物の規定の適用を受けるものとした。 

 

３．耐震改修工事の計画 

（１）耐震改修工事の概要 

１）耐震補強工事 

耐震診断の結果、耐震性能が低く、地震時や大型台風などの暴風時に建物が倒壊す  

年度 実施内容 協議会、審議会 

平成29年 用地測量、補償調査 

・大館市歴史的風致維持向上協議会を開催

・大館市歴史的風致維持向上協議会建造物

部会を開催 

平成30年 桜櫓館購入、建物現況調査 

令和元年 耐震診断、 

耐震改修工事実施設計 

令和2年 耐震改修工事 
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る危険があると判定されたことから、利用者の安全確保と文化財である建物を倒壊か

ら守り、保存するために必要な補強工事を行う。 

２）修景工事 

  外壁の一部に張られている鉄板材は下見板張りとし、外部木材の腐朽部及び仕上げ

材は補修する。また、屋根葺き材は長尺物の横葺き及び瓦棒葺きから平葺きに復原す

る。 

３）修理工事 

電気設備や給水設備などの更新、自動火災報知設備の新設、非公開部分（施設管理

エリア）の改修を行う。 

 

４．復原方針 

（１）復原基本方針 

   建物の平面的な復原時期は、移築して現在の形態となった昭和55年とする。 

昭和8年建築当時の史料が見つかっておらず、参考にできる史料は昭和55年に行わ

れた曳家工事の写真のみであるため、この史料と解体調査結果を復原対象として、不

明確なものについては現状のままとし、記録のみにとどめる。 

（２）復原時期の説明 

 １）平面形状 

  昭和 8年に建てられ、昭和55年に移築されるまでの47年の間に行われた間取変更

や屋根などの改修工事についての記録が無いため、移築前の写真に写る姿が昭和 8 年

当時の姿と確証することは困難である。また、移築後に改修されてから現在に至るま

での 40 年の間に行われた間取変更に関する記録も無いことから、基本的には現況の

ままとする。ただし、1 階北側の非公開部分については、維持管理に必要な機能を付

加するために改修することとした。 

２）屋根材 

 屋根材の復原時期は昭和 8 年とし、建設当時に施工可能であった金属屋根の施工方

法で行うこととした。 

解体調査時に杉柾葺きなど可燃材で葺かれていることが判明した場合は、当時の姿

を再現せず、記録のみにとどめる。 

（３）復原内容 

１）建物の色 

   建物の色については現在の色を基準とする。   

 ２）屋根構法 

既存の庇が一文字葺きであることから、屋根全体を一文字葺きとする。（表1参照） 
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屋根葺き材等の変遷（表1） 

 

第２節 工事関係者 

１．事業の組織 

（１）組織の概要 

  本事業は建設部まちづくり課が関係事務の遂行にあたり、工事の主管は建設部都市

計画課が行った。また、秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室の指導、助言を受けて

実施した。 

 

２．事業関係者 

（１）事業者 大館市 

   市 長                       福原 淳嗣  

   副市長                       名村 伸一 

   建設部 

   建設部長                     齋藤 和彦 

〃         （前）～H31.4        嶋田 均        

     まちづくり課長                 日景 真澄 

        〃      （前）～H31.4        齋藤 和彦 

   年代 

部位 

昭和8年 

（建設当時） 

不明 昭和55年 

（移築時） 

平成 30年 

（施工前） 

施工後 

表面の屋根材

（葺き方） 

杉柾葺き 

（解体調査

で判明） 

一文字葺き

（解体調査

で判明） 

横葺き 

瓦棒葺き 

横葺き 

瓦棒葺き 

一文字葺き 

屋根の色 

 

杉柾葺き 銅板赤黒色

 

赤 黒 施工前の色

に合わせる 

外部建具の色 

（洋室除く） 

不明 不明 茶系 こげ茶 施工前の色

に合わせる 

洋室外部柱、

破風の色 

不明 不明 銅板 

（解体調査

で判明） 

銅板に深

緑で塗装 

施工部分は

施工前の色

に合わせる 

洋室外部ﾓﾙﾀﾙ

洗い出しの色 

不明 不明 ベージュ ベージュ 施工部分は

施工前の色

に合わせる 

洋室建具の色 

 

不明 不明 一部白 こげ茶 施工前の色

に合わせる 

外壁材の仕上

材、色 

漆喰(白) 

下見板(茶) 

漆喰(白) 

下見板(茶)

漆喰(白) 

下見板(茶)

漆喰(白) 

下見板

(茶) 

鉄板材 

漆喰(白) 

下見板は施

工前の色に

合わせる 
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      歴史まちづくり係長              嘉成 秀裕 

          〃     （前）～H31.4       安達 明博 

       歴史まちづくり係              虻川 正人 

       市街地整備係      ～R2.3       田村 博子 

都市計画課長                  日景 浩一 

      営繕係長                   久保田 武人 

       営繕係                   髙橋 健太郎 

 

（２）設計監理 有限会社アトリエ建築設計室 

   代表取締役                     吉田 秀人 

  管理技術者                     安達 真由美 

   協力事務所（構造） （有限会社山辺構造設計事務所） 山辺 豊彦 

協力事務所（構造） （有限会社山辺構造設計事務所） 谷口 浩史 

 

（３）工事監理 アトリエ１０５ 

   代表、管理技術者                  鳥潟 宏一 

 

（４）施工 

 １）建築工事 株式会社伊藤羽州建設 

  代表取締役                     石山 清武 

  現場代理人・主任技術者               大澤 新一 

 （協力会社） 

  かつら造園建設株式会社、有限会社菅原組、三浦木材株式会社、株式会社巽工業所、

株式会社角弘大館支店、インテリア成松、有限会社斉藤木工、有限会社高橋左官工

業所、株式会社協働塗装、有限会社佐藤鉄筋、東北ビル管財株式会社、有限会社畠

山工務店、有限会社岩谷板金工業所、有限会社森川防水工業、有限会社石沢工業、

有限会社釈迦内鉄工、有限会社桂工業 

 

 ２）電気設備工事 有限会社藤電気工業 

  代表取締役                     浪岡 博英 

  現場代理人・主任技術者               菅原 章臣 

 

（５）建物の主要工事に携わった担当者及び技能者 

   木工事 

三浦木材株式会社     日景 明、篠村 昌弘、奈良 勝、佐藤 正敏、 

長谷部 美喜雄、秋本 光則、福田 聡 

  左官工事 

有限会社高橋左官工業所  二木 祐三、浅川 勝彦、石川 修、佐藤 孝輝、 

             佐藤 良一、奈良 竹夫 

有限会社石沢工業     宇野 雅也、相馬 篤史、三橋 利雄、吉田 忠清 

             小笠原 功、工藤 順一 
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  建具工事 

    有限会社斉藤木工     齊藤 政光、花田 博、成田 忠夫、高田 良治、 

                 大沢 和生、白川 満幸 

 

   塗装工事 

    株式会社協働塗装     稲葉 晃範、柴田 良一、伊藤 俊広、木村 将樹 

                 渡辺 博人 

   内装工事 

    インテリア成松      阿部 英二、五十嵐 仁志、明石 研司 

 

   鉄骨工事 

    有限会社釈迦内鉄工    高谷 和彦、明石 拓也、金谷 武、本間 諒 

 

   基礎工事（金物取付） 

    有限会社桂工業      相馬 隆行、片沼 勝徳、竹内 義勝、舘山 康祐 

                 渡辺 忠彦、山本 健二 

   屋根工事 

    有限会社岩谷板金工業所  岩谷 裕樹、岩谷 光樹、小玉 宏、三浦 忠敏 

                 高橋 正明、富樫 永康 

   電気工事 

    有限会社藤電気工業    菅原 章臣、畠山 龍 

 

   機械設備工事 

    株式会社巽工業所     佐藤 篤、平泉 慎也、若松 明恵、中村 忍、 

                 高橋 聖矢 

 

 第３節 工事経費 

１．事業費と財源 

（１）総事業費 

 １６５，０４８千円 

 

（２）年度ごとの事業 

 平成 29年度  用地測量業務 

建物等補償調査業務 

   平成 30年度  用地建物等購入 

耐震予備調査及び実地調査業務 

令和 元年度  耐震診断業務 

耐震改修工事実施設計業務 

    令和 ２年度  耐震改修工事 

            耐震改修工事設計監理業務 

            耐震改修工事監理業務 

備品等運搬費業務 
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   令和 ２年度  樹木剪定業務 

令和 ３年度  外構修景整備業務 

 

（３）特定財源 

 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業） 

 起債（合併特例債） 

 

第４節 工事実施仕様 

１．耐震改修工事実施仕様 

（１）通則 

 総則 

    本工事は耐震性の確保だけではなく、補強や外観修景、設備改修などによって文

化財的価値を損なわないように配慮しながら工事を行った。 

 

   材料検収 

    使用する機器、材料はすべて監督職員の承諾を得たものを使用した。 

 

 施工図 

    施工図を作成し、監督職員の承諾を受けた後に施工した。また、図面では分かり

にくい複雑な施工などについては模型やサンプルを作成した。 

 

 材料保管 

    一時撤去が必要となる建具や畳・天井材などは旧花岡中学校体育館に良好な状態

で保管した。その他の材料についても湿気、火災、盗難などに対し十分な対策を講

じた。 

 

（２）仮設工事 

 現場事務所 

  旧武道館敷地の一部を借用し、ユニットハウス 4.5ｍ×4.4ｍ、2階建て 1棟を設

置した。1階は休憩所、2階は現場事務所とした。 

 

便所 

 借用した旧武道館敷地内の現場事務所脇に仮設トイレを1基設置した。 

 

 仮設通路 

  現場敷地の南東側に1.2ｍ×2.4ｍの樹脂製敷板で養生し、重機の運搬通路を確保

した。 

 

   仮囲い 

    現場敷地の東側駐車場前には単管バリケードを設置し、南側の一部には単管とメ

ッシュシートにて工事範囲を区画した。 
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外部足場 

    外周部分はくさび緊結式足場（手摺先行型）巾900mmとし、屋根面は適宜くさび

緊結式足場と単管組足場を併用して組立てた。 

 

内部足場 

 脚立足場、うま足場を使用した。 

 

（３）解体工事 

   準備 

    撤去前に設計図を基準とした番号を定め、木枠・敷居・額縁などの造作木材、建

具、照明器具など一時撤去する類似部材に位置、名称、室名などを付し、現状調査、

写真撮影等を行った。 

 

   一時撤去及び解体 

  電気設備、電話及び警備等の停止、機器の取外しを行った。一時撤去する天井材

は一部分のみ取外し、下地を確認後、落下しないよう小割解体をしながら丁寧に取

外した。また、竿縁天井材等は各室ごとに撤去し、取外し後直ちに室名及び張り位

置を見え隠れ面に付した。土塗り壁は補強方法による解体範囲を確認した後、丁寧

に穴を開け、下地位置を確認した。屋根材は展望台から撤去・復旧を行い、2階から

1階と段階的に解体を進めた。各作業を行いながら老朽・腐朽の進行や破損の程度、

各部仕様、痕跡などの記録を取った。 

 

 養生 

  一時撤去材はシート等で養生し、運搬時の破損対策を講じた。建物内の柱や一時

撤去出来ない床材などはシート及び発泡材などで養生した。 

 

 運搬及び材料整理 

  取外した部材は現場で記録を取った後、位置の表示をした上で部材毎にとりまと

めた。保管場所へ運搬後は損傷の有無を確認し、区分して整理した。保管中汚損し

ないよう取り扱いに注意した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-1 2 階天井解体 写真2-4-2 天井材集積 
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写真 2-4-3 土壁部分解体 写真2-4-4 土壁解体 

写真2-4-5 1 階床解体 写真2-4-6 2 階床解体 

写真2-4-9 2 階屋根解体 写真2-4-10 2階屋根解体 

写真2-4-7 展望台屋根解体 写真2-4-8 展望台屋根解体 
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（４）基礎工事 

   準備 

 掘削作業を開始するにあたり、既設基礎の埋め込み深さ、形状、位置等を調査し

た。 

また、既設布基礎の鉄筋探査を行い、鉄筋位置を確認した後に躯体にマーキング

し、設計図と照合した。  

 

土工 

 掘削は掘り過ぎ、荒らし過ぎに注意しながら行った。地盤状況については床付け

完了時に工事監理者の確認を得た。砕石敷きは十分に転圧し、所定の厚さを確保し

た。 

 

布基礎増設 

    既設布基礎の鉄筋に干渉しない位置に接着系アンカーを施工した後、新規布基礎

の鉄筋と定着し、コンクリートを打設した。 

 

基礎補強 

    既設布基礎の主筋等位置に接着系アンカーやジベル筋を施工した後、補強する基

礎部分の鉄筋と定着し、コンクリートを打設した。 

  

 

写真 2-4-13 一時撤去材保管状況 写真2-4-14 建具保管状況 

写真2-4-11 柱・鴨居養生 写真2-4-12 建具への位置表示 
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束石の据え直し及び増設 

 沈下等した既設のコンクリート製束石は不陸調整を行った。また、床組補強を行

った部分については大引き下部にコンクリート製束石を新設し、床束にて高さ調整

を行った。 

 

基礎補修 

 開口部周囲で鉄筋が露出した部分やクラック部分については、モルタルで劣化対

策を施した。また、0.3mmを超える部分はＶカット後エポキシ樹脂を充填した。 

 

土台接合金物 

 既設基礎に接着系アンカーや貫通ボルトを施工し、耐力壁両端柱下部などの土台

を製作した接合金物等で緊結した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-15 基礎鉄筋探査 写真2-4-16 接着系アンカー施工中 

写真2-4-17 基礎配筋 写真2-4-18 基礎・土間配筋 

写真2-4-19 束石施工中 写真 2-4-20 コンクリート製

束石新設 
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写真 2-4-21 人通口露出鉄筋切断 写真2-4-22 モルタル補修 

写真2-4-23 アンカーボルトTB1 写真2-4-24 アンカーボルト TB1 

写真 2-4-25 柱脚接合金物TB1 写真2-4-26 柱脚接合金物TB1 

写真2-4-27 柱脚接合金物 SB1 写真2-4-28 柱脚接合金物SB1 
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（５）木工事 

   準備 

    施工するにあたり、各部の納まり、壁面の仕様、構造材の配置等を設計図と照合

した。また、施工する範囲、関連する工種についても確認を行った。 

 

   再用材 

  構成されている当初材は今後の保存に支障がない範囲で再使用し、建設後に取り

替えられたと思われる中古材についても出来るだけ使用した。 

 

   取替材 

    経年劣化により腐朽・破損し、主要構造部として必要な耐力を満たしていない部

材は取替えた。取替材は既設材と同材種を使用した。 

 

 継手 

  引抜耐力が大きい柱の部分取替えについては、金輪継手で既設材と接合した。そ

の他腐食柱の部分取替えは腰掛け継手で既設材と接合した。 

 

 金物 

  既設の羽子板金物、帯金物はそのまま再使用した上で、耐震補強に必要な柱頭及

び柱脚、梁仕口部分には認定金物を施工した。引き抜き耐力が特に大きい柱につい

ては認定金物を使用せず、プレートにＭ16又はＭ20のターンバックル付き棒鋼を溶

接した部材を製作し、基礎と軒桁等にボルトやＮ75釘で固定した。 

見掛かりに使用する金物は監督職員の承諾を得て施工し、カバーの設置や塗装を

施した。 

 

   新材 

  柱は既設材と同材種、同寸法である杉を使用した。解体調査後、補強が必要とな

り追加した梁、その他補強材の二次部材も杉を使用した。化粧部材は既設材の表面

加工を調査の上、同様の加工をした。 

 

   修理刻印 

    耐震改修工事で新たに施工した木材には『令和２年度改修』の刻印を施した。 

 

   耐震補強壁 

  主要な耐震要素である耐力壁（土壁、構造用合板壁）の位置と仕様は設計図と現

地を照合し、相違がある場合は監督職員と協議した上で施工した。 

 1）補強壁①Ｂ（既存貫仕様） 

    土壁、腰壁を解体し、既設下地を現した後、貫の間隔を計測し、間隔が大きい箇

所は既設の部材間に杉材21×105を新たに取付けた。 

   2）補強壁②、補強壁③、補強壁④（新設木下地仕様） 

    土壁を解体し、貫及び木舞を撤去した後、柱又は横架材の貫穴及び欠損部分を杉

材で埋木した。 
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   吊り束の補修 

    障子戸上部の吊り束の下がり補修のため、梁と吊り束をＮ釘で接合した。 

 

   天井の下地補強 

    1 階和室（1）、（2）、（3）の竿縁補強として、吊木と直行方向に野縁を新設した。

照明器具の補強として、天井裏に竿縁と並行方向に野縁を新設した。 

 

 屋根野地板等の改修 

    解体調査の結果、野地板が耐震要素である水平構面を構成する上で必要な厚さを

備えていないことが判明したことから、庇以外の屋根全面を野地板まで解体、撤去

し、杉の新材で施工した。損傷していた垂木及び追加垂木材も杉の新材で補強した。 

 

   垂木の補修 

    構造上影響のない割れや欠けについては、当初材の保存を第一に考え、接着剤や

埋木などで補修した。 

 

 軒天井の補修 

    大きな割れや穴がある軒天井材は、杉の新材に交換した。 

 

   外部手摺の補修 

  大きな割れや断面が欠損している箇所は、杉の新材に部分取替えした。 

 

   取替材及び新材の材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部位 材種 

土台 青森ヒバ 

柱 杉ＫＤ 特一等 

化粧柱 杉ＫＤ 特選上小節 

束・大引 杉ＫＤ 特一等 

根太・垂木・貫・間柱・胴縁など 杉ＫＤ 特一等 

野地板 杉ＫＤ 特一等 

建具枠 杉ＫＤ 無節 

洋室見切り材 タモＫＤ 

写真2-4-29 洋室(1)柱部分取替え 写真2-4-30 洋室(1)柱 金輪継手 
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写真 2-4-31 TB3､TB4下部 写真2-4-32 TB3､TB4上部 

写真2-4-33 新材取付け 写真2-4-34 新材取付け 

写真2-4-35 修理刻印 写真2-4-36 修理刻印 

写真2-4-37 貫を追加 写真2-4-38 貫穴を埋木 
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（６）鉄骨工事 

  1階和室（2）の鴨居の下がりと2階縁側（5）床の傾きを改善するために、Y7通りの

X8-X13 間の胴差し位置に溝型鋼の梁を取り付け、2 階の荷重を負担させた。また、1 階

縁側（1）のけやき梁の積雪荷重によるたわみ防止の措置として、丸鋼管柱を冬季間のみ

設置する。 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-39 1階構造用合板補強壁 写真2-4-40 2階構造用合板補強壁 

写真2-4-41 野縁、吊木取付け 写真2-4-42 野地板全面取替え 

写真2-4-43 塔屋垂木補強及び取替え 写真2-4-44 2階手摺部分取替え 
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写真 2-4-45 鉄骨梁材 写真2-4-46 鉄骨梁下地調整材 

写真2-4-47 既存梁下端に付柱取付け 写真2-4-48 既存梁下端に補強金物 

取付け 

写真2-4-51 丸鋼管柱 写真2-4-52 丸鋼管柱 柱頭 

写真2-4-49 鉄骨梁取付け 写真2-4-50 鉄骨梁端部 
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（７）屋根工事 

   準備 

  屋根の解体に先立ち、庇の寸法、垂木の寸法など必要な調査を行い、写真撮影で

記録を残した。 

  軒先及び棟部は桁行き全長の２分の１を基準墨とし、妻部分の取り合い、登り部

の納まりを確認した。 

 

下地 

庇を除く、1階・2階・展望台の鉄板、ルーフィング、下地合板など過去の改修工 

事で3層から4層に重ね葺きしていた屋根材を全面撤去し、野地板を新設した。 

 

下葺き材 

    たるみやしわを生じないよう注意しながら改質アスファルトルーフィングを敷き

詰めた。棟・谷部分は増張りを行い、壁との取り合い部分は立ち上げるなど漏水に

万全を期した。 

 

   屋根（平葺き） 

    留付け用部材は亜鉛メッキ処理された鋼製材を使用し、平葺き材の加工は周囲四

辺に一重はぜを付けた。吊り子は葺き材と同材板とし、葺き材１枚につき２枚使用

し、下はぜに掛けて下地に亜鉛メッキした鉄釘及びビスで留め付けた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-53 下葺き材 写真2-4-54 下葺き材立ち上げ 

写真2-4-55 吊り子取付け 写真2-4-56 葺き材取付け作業中 
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（８）左官工事 

 左官壁 

  耐震補強壁の設置に伴い、既設の土壁の撤去・復旧を行った。また、小屋裏等の

木舞・荒壁土の剥落部分の修理も行った。外壁に構造用合板を設置した壁にも土壁

を施し、漆喰などで仕上げた。 

  

再用材 

  当初材である木舞は竹又は木材で組まれていた。撤去した木舞の内、今後の保存

に支障がないものは壁の復旧や小屋裏等の修理などに再使用した。 

 

 木舞壁 

 ①木舞掻き 

   木舞下地は使用可能な木舞を再使用した。木舞受けの木材は杉を使用し、既設

壁の元穴に差し込んだ。木材には土塗り材が付着しやすいように目荒しを施した。  

再使用した木舞は補修壁の大きさに切断加工し、木材と木舞の骨組み部分を麻

紐で結束した。 

  ②下塗り 

荒壁 

     土は水とよく混練りし、1 日ねかせた。その後、まるなかスサを混ぜ、粘土が

多くて粘性の著しいときは、砂を適量補い、よく切り返しながら粘土の小塊を砕

きつつよく混ぜ合わせた。荒壁は、木舞に十分すり込んだ後、貫材と同一面に塗

り付けた。また、裏なでについては木舞裏に十分突出させ、同日中に鏝でなで返

し、木舞に馴染ませた。 

    材料 

    壁土 淡路中塗り土 

    スサ まるなかすさ 

   ③むら直し・下塗り2回目 

    むら直し 

     貫伏せは、荒壁乾燥後に貫材の上にしゅろ毛等を取付け、貫伏せ土を用いて伏

せ込み、貫材と荒壁を連結させた。また、むら直し塗りは全体が十分に乾燥した

後、荒壁土を用いてむらなく壁厚を整えた。 

   ④中塗り 

     むら直しが十分乾燥した後、ちり廻りを正しく、むらなく塗り付け平滑に鏝押

えした。 

    材料 

    壁土  淡路中塗り土 

    スサ  ひだしすさ 

 

構造用合板壁 

   ①下塗り 

    荒壁 

     土は水とよく混練りし、1 日ねかせた。その後、まるなかスサを混ぜ、粘土が

多くて粘性の著しいときは、砂を適量補い、よく切り返しながら粘土の小塊を砕
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きつつよく混ぜ合わせた。 

材料 

     壁土  淡路中塗り土 

     スサ  まるなかすさ 

   ②むら直し・下塗り2回目 

    むら直し 

     むら直し塗りは全体が十分に乾燥した後、下塗り土を用いてむらなく壁厚を整

えた。 

   ③中塗り 

   むら直しが十分乾燥した後、ちり廻りを正しく、むらなく塗り付け平滑に鏝押 

えした。 

    材料 

     壁土  淡路中塗り土 

     スサ  ひだしすさ 

 

   漆喰塗り 

  ①練り混ぜ 

   練り混ぜは水で硬練りし、24時間以上置いた。使用時は適度に加水し、よく練

って使用した。 

  ②下付け 

    鏝を縦横に運んで、土壁に漆喰材を厚さ 2mm 程度十分にすり込んだ。また、ひ

び割れが発生した箇所はむら直しを行った。 

  ③上付け 

  下付け又はむら直しが半乾燥状態で水引き具合を見計らい、上付けは塗厚 1mm

程度とした。 

    材料 

     漆喰  調合漆喰 

 

   漆喰壁補修 

   漆喰壁が剥離している箇所は漆喰を剥ぎ取り既設下地を同材で補修した。内部の

既設漆喰壁は、あらかじめ接着剤を塗布した上で漆喰を下付け、上付けし、外部に

ついては現状が合成樹脂塗装仕上げに改修されていたことから、同塗装で仕上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 2-4-57 既存の木舞壁 写真2-4-58 木舞補修作業中 
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写真 2-4-59 下塗り（荒壁） 写真2-4-60 下塗り（荒壁） 

写真2-4-61 下塗り（2回目） 写真2-4-62 中塗り 

写真2-4-63 構造用合板下地 写真2-4-64 構造用合板下地土壁塗り 

写真2-4-65 漆喰 下付け 写真2-4-66 漆喰 上付け 
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（９）建具工事 

   既設建具 

  既設の建具は、大きな損傷が無い限りは当初材又は中古材としてそのまま再利用

した。ただし、組子の破損や建具の割れ部分は修理した。金物は調整を行い、建て

付けが悪い箇所は補修を行った。 

 

 材料 

    組子        中古材（秋田杉） 

    その他木部     中古材（秋田杉） 

    飛散防止フィルム  透明粘着シート 

 

 金物 

  既設の金物は動作調整を行い、再利用した。新設する金物は監督職員の承諾を得

て施工した。 

 

硝子 

 硝子は大きなひび割れ箇所のみ取替えた。硝子押えは硝子交換後、既設押縁を再

利用した。腐食が著しく再使用できないものは同寸法に加工した杉材を用いて釘留

めした。欄間の硝子には、地震時の割れによる飛散を防止するために透明フィルム

を貼り付けた。 

 

建具修理 

 破損箇所の繕いは既設と同材種とし、板目も可能な限り周囲に合わせて施工した。

接着剤は一般工作用接着剤を使用した。建具は旧位置に取付け、擦り減った桟には

矧ぎ木などを施して建て付け調整した。 

 

新設建具 

  外部建具は杉の新材とし、既設建具に準じて塗装した。非公開部分の内部建具は

化粧合板等で製作した。金物は監督職員の承諾を得て施工した。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-67 組子補修 写真2-4-68 組子補修 
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（10）塗装工事 

   養生 

  既設物や残存物に塗料が付着するおそれがある場合は周辺の養生を行った。 

  

素地ごしらえ 

  素地に損傷を与えないよう注意をしながら、既存塗膜の脆弱部分の除去を行った。

ラスター刷毛等を用いて汚れ・付着物を除去し、ひび割れ部や木部の穴埋め等の処

理も行った。 

   

   塗装 

  既設部材の塗装調査を行い、調査結果に基づいた塗色で塗替えを行った。洋室（1）

の腰板の欅突板合板は反りを防止する目的で両面に塗装を施した。 

 

 雨染み抜き 

  展望台の展望部分が経年の雨染みにより黒ずんでいたことから、天井、壁の杉板

にあく汚れ落とし剤を塗り付け後に拭き取りを行い、汚れを落とした。その他の雨

染み部分については、部分的に白木あく洗いすることによる色むらを避けるため、

塵を落とした後に水拭きを行った。 

 

 塗装箇所と材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗装箇所 材料 

軒天井、垂木、隅木 木材保護塗装（浸透） 

外壁面木部、外部面建具 木材保護塗装（浸透） 

外部漆喰 合成樹脂エマルションペイント 

外部柱包み板、格子、鉄骨見掛面 合成樹脂調合ペイント 

化粧垂木小口 木材保護塗装（造膜） 

内壁腰板補修部、洋室腰板 オイルステイン 

内部面建具補修部 オイルステイン 

一般に公開しないエリア内部木部 クリアラッカー塗り 

洋室見切り材 オイルステイン 

新規建具枠 外部：木材保護塗装 

内部：オイルステイン 

写真2-4-69 あく汚れ落とし 写真2-4-70 外壁塗装作業中 
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（11）内装工事 

 洋室（1） 

  解体調査の結果、過去の改修で表面に張られていたプリント合板の下に 3 色で彩

られた欅合板の腰板を確認できたが、保存状態が悪く再利用が不可能であったため、

欅合板の新材で復原した。 

 

 1階非公開部分（管理人室、台所、ホール（2）、便所（3）、物入） 

非公開部分は、一部にグラスウールの断熱を施した上で、床・壁・天井共新建材

である化粧石膏ボードやビニルクロス、化粧合板フロアーで改修し、常駐する管理

人の執務環境を改善した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（12）機械設備工事 

 衛生設備 

  既設の便器、手洗い等は再利用し、建物内の給水・排水管、水抜き栓を更新した。

凍結を防ぐため、給水管にはヒーターを巻き、グラスウールで保温した。 

 暖房設備 

  既設のＦＦ式温風暖房機は再利用し、建物内の油配管を更新した。 

 換気設備 

  管理人室に常時用換気扇を設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-71 腰壁取付け作業中 写真2-4-72 断熱材施工 

写真2-4-73 凍結防止ヒーター 写真2-4-74 断熱保温 
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（13）電気設備工事 

  配線ルートや器具取付け位置、色については、建物の意匠を損ねないように配慮

して施工した。 

 電灯設備 

  敷地内の外灯以外の電線及び配管は、引込開閉器盤から建物までの埋設部を含む

建物全体を更新した。 

非公開部分以外の既設の照明器具は、大きな損傷や電気系統の故障が無い限りは

当初材又は中古材として、一部を除きそのまま再利用した。更新した照明器具は既

設の照明器具の類似品を選定した上で、全てＬＥＤとした。 

 自動火災報知設備 

    消防法による設置が必要な建物であり、耐震改修工事に併せて新設した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2-4-75 埋設配管 写真2-4-76 室内配管 

写真2-4-77 照明配線カバー 写真2-4-78 火報配線カバー 

写真2-4-79 器具再利用 写真2-4-80 器具再利用 


